
令和７・８年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請取扱要領 新旧対照表 

（関連部分抜粋、下線部分は改正部分）

現行 見直し案 

令和７・８年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請取扱要領 令和７・８年度一関市営建設工事入札参加資格審査申請取扱要領 

第１～６［略］ 第１～６［略］ 

（建設工事業者の等級別区分等）

第７ ［略］

１～３［略］

４ 前項の等級別区分及び営業所要件は次のとおりとする。

⑴ ［略］

⑵ 建設工事業者の本社又は営業所の所在地区分

本社又は営業所の所在地区分は、次のとおりとする。

ア Ⅰ種  一関市内に本社を有する者

イ Ⅱ種-１ 平泉町内に本社を有し、一関市内に営業所を有する者

ウ Ⅱ種-２ Ⅲ種及びⅣ種のうち、次の要件を満たす者（「準市内本社」とい

う。）

(ｱ) 一関市民及び平泉町民の常勤雇用者を４名以上有すること。

(ｲ) 一関市内に営業所を設置後、10年以上経過していること 

エ Ⅲ種  岩手県内に本社を有し、一関市内に営業所を有する者

オ Ⅳ種  岩手県外に本社を有し、一関市内に営業所を有する者

（建設工事業者の等級別区分等）

第７ ［略］

１～３［略］

４ 前項の等級別区分及び営業所要件は次のとおりとする。

⑴ ［略］

⑵ 建設工事業者の本社又は営業所の所在地区分

本社又は営業所の所在地区分は、次のとおりとする。

ア Ⅰ種  一関市内に本社を有する者

イ Ⅱ種-１ 平泉町内に本社を有し、一関市内に営業所を有する者

ウ Ⅱ種-２ Ⅲ種及びⅣ種のうち、次の要件を満たす者（「準市内本社」とい

う。）

(ｱ) 一関市民又は平泉町民の常勤雇用者を４人以上有すること。

(ｲ) 一関市内に営業所を設置後、10年以上経過していること。

エ Ⅲ種  岩手県内に本社を有し、一関市内に営業所を有する者

オ Ⅳ種  岩手県外に本社を有し、一関市内に営業所を有する者 

第８～10（略） 

附 則

この要領は、令和６年９月25日から施行する。 

第８～10（略） 

附 則

この要領は、令和６年９月25日から施行する。

附 則

この要領は、令和７年６月 12日から施行する。 

別表１（第７第４項⑴関係） 別表１（第７第４項⑴関係） 

 令和７・８年度格付に係る資格技術者要件  令和７・８年度格付に係る資格技術者要件



工事の種類 格付 資格の名称 技術者数 

土木一式 

Ａ級 土木施工管理技士等 12（５）

Ｂ級     〃 ６（３）

Ｃ級     〃 ３（１）

建築一式 

Ａ級 建築施工管理技士等  ８（４）

Ｂ級     〃  ５（１）

Ｃ級     〃  ３ 

電  気 
Ａ級 電気工事施工管理技士等  ６（３）

Ｂ級     〃  ３（１）

管 
Ａ級 管工事施工管理技士等  ５（２）

Ｂ級     〃  ３（１）

舗  装 

Ａ級
土木施工管理技士等  ８（４）

舗装施工管理技術者（１級）  １ 

Ｂ級
土木施工管理技士等  ３（１）

舗装施工管理技術者（２級以上）  １ 

水道施設

（管布設）

Ａ級

土木施工管理技士等  ３（１）

管工事施工管理技士等  ３（１）

耐震継手配水管技能者  ２ 

給水装置工事配管技能者  ２ 

Ｂ級

土木施工管理技士等  ２ 

管工事施工管理技士等  ２ 

耐震継手配水管技能者  １ 

給水装置工事配管技能者  １ 

（備考）

１ 技術者数の欄に記載している数字は、工事の種類ごとに必要とされる資格技

工事の種類 格付 資格の名称 技術者数 

土木一式 

Ａ級 土木施工管理技士等 12（５）

Ｂ級     〃 ６（３）

Ｃ級     〃 ３（１）

建築一式 

Ａ級 建築施工管理技士等  ８（４）

Ｂ級     〃  ５（１）

Ｃ級     〃  ３ 

電  気 
Ａ級 電気工事施工管理技士等  ６（３）

Ｂ級     〃  ３（１）

管 
Ａ級 管工事施工管理技士等  ５（２）

Ｂ級     〃  ３（１）

舗  装 

Ａ級
土木施工管理技士等  ８（４）

舗装施工管理技術者（１級）  １ 

Ｂ級
土木施工管理技士等  ３（１）

舗装施工管理技術者（２級以上）  １ 

水道施設

（管布設）

Ａ級

土木施工管理技士等  ３（１）

耐震継手配水管技能者  ２ 

給水装置工事配管技能者  ２ 

Ｂ級

土木施工管理技士等  ２ 

耐震継手配水管技能者  １ 

給水装置工事配管技能者  １ 

（備考）

１ 技術者数の欄に記載している数字は、工事の種類ごとに必要とされる資格技



術者の合計人数です。括弧内の数字は、資格技術者のうち１級又は１級相当の

人数です。

２ 各等級別区分に対する資格については、次のとおりです。

１級相当 １級建設機械施工技士（水道施設（管布設）は除く。）、各業種の１

級施工管理技士、一級建築士、各業種の技術士、監理技術者資格者証

の交付を受けている技術者

２級相当 ２級建設機械施工技士（水道施設（管布設）は除く。）、各業種の２

級施工管理技士、二級建築士、第１種電気工事士、職業能力開発促進

法による資格、実務経験資格 等

３ 舗装において、舗装施工管理技術者は土木施工管理技士等との重複可

４ 水道施設（管布設）において、土木施工管理技士等、管工事施工管理技士等、

耐震継手配水管技能者及び給水装置工事配管技能者は、それぞれ重複可

術者の合計人数です。括弧内の数字は、資格技術者のうち１級又は１級相当の

人数です。

２ 各等級別区分に対する資格については、次のとおりです。

１級相当 １級建設機械施工技士（水道施設（管布設）は除く。）、各業種の１

級施工管理技士、一級建築士、各業種の技術士、監理技術者資格者証

の交付を受けている技術者

２級相当 ２級建設機械施工技士（水道施設（管布設）は除く。）、各業種の２

級施工管理技士、二級建築士、第１種電気工事士、職業能力開発促進

法による資格、実務経験資格 等

３ 舗装において、舗装施工管理技術者は土木施工管理技士等との重複可

４ 水道施設（管布設）において、土木施工管理技士等           、

耐震継手配水管技能者及び給水装置工事配管技能者は、それぞれ重複可


